
農業委員会だより④ 

 
 

 
 

 
 

 

あ
な
た
の
老
後
生
活

 

 
 

 
 

 
 

へ
の
備
え
は
十
分
で
す

 

か
？
年
金
は
家
族
一
人

 

ひ
と
り
に
つ
い
て
準
備

 

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

老
後
の
備
え
は
国
民

 
年
金
プ
ラ
ス
農
業
者
年

 

金
が
基
本
で
す
。

 

   

１

 

女
性
に
優
し
い
！

 

奥
様
も
単
独
で
加
入

 

で
き
ま
す

 

 

農
業
者
年
金
の
加
入

 

に
は
農
地
の
権
利
名
義

 

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

 

ご
主
人
だ
け
の
農
業
者

 

年
金
加
入
で
は
、
ご
主

 

人
の
死
去
後
は
奥
様
の

 

収
入
は
国
民
年
金
だ
け

 

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

奥
様
も
加
入
す
る
こ

と
で
老
後
が
安
心
な
も

の
に
な
り
ま
す
。
家
族

 

経
営
協
定
が
な
く
て
も

 

加
入
で
き
ま
す
が
、
保

 

険
料
の
国
庫
補
助
を
受

 

け
る
に
は
家
族
経
営
協

 

定
の
締
結
が
必
要
で
す
。 

 

農
業
者
の
老
後
の
生
活
の
収
入
は
、

国
民
年
金
＋
農
業
者
年
金
が
基
本
で
す
。

国
民
年
金
の
支
給
額
は
月
額
最
高
６
万

５
千
円
、
夫
婦
お
二
人
で
約

13
万
円
で

す
。
一
方
、
高
齢
農
家
の
家
計
費
は
夫

婦
お
二
人
で

23
万
～

24
万
円
必
要
で
、

月
額
約

10
万
円
不
足
に
な
り
ま
す
。
農

業
者
年
金
が
不
足
分
を
カ
バ
ー
し
ま
す
。 

 

２

 

若
年
層
に
は
保
険
料
の
国
庫
補
助

に
よ
る
手
厚
い
政
策
支
援

 

 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
等
の
農

業
者
年
金
へ
の
加
入
要
件
に
加
え
、

 
○

39
歳
ま
で
に
加
入

 
○
農
業
所
得
が

900
万
円
以
下

 

○
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
等

 

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
保
険
料
の
国
庫

補
助
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

 

 

３

 

税
制
面
で
大
き
な
優
遇
。
支
払
っ

た
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す

 

 

農
業
者
年
金
の
保
険
料
は
２
万
円
か

ら
６
万
７
千
円
ま
で
千
円
単
位
で
加
入

者
が
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。
ま
た
、

保
険
料
の
額
は
い
つ
で
も
見
直
し
で
き

ま
す
（
た
だ
し
、
保
険
料
の
国
庫
補
助

を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
ら
れ
ま

す
。
）
。

 

                     

 

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
同
一
生
計
の

家
族
の
分
を
含
め
た
全
額
を
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
大
き
な
節
税

効
果
を
得
ら
れ
ま
す
。

 

 

ま
た
、
年
金
を
受
け
取
る
と
き
に
は
、

公
的
年
金
に
よ
る
所
得
と
し
て
、
公
的

年
金
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 ■
途
中
脱
退
、
再
加
入
も
可
能
で
す

 

 

保
険
料
の
支
払
い
が
厳
し
い
と
き
な

ど
は
、
途
中
で
脱
退
し
て
保
険
料
の
支

払
い
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
、
納
め
ら
れ
た
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
脱
退
後
も
農
業
者
年
金

基
金
が
運
用
を
続
け
、
将
来
、
年
金
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
（
脱
退
一
時
金
は

あ
り
ま
せ
ん
。
）
。
ま
た
、
加
入
要
件
を

満
た
せ
ば
い
つ
で
も
再
加
入
で
き
、
年

金
原
資
の
積
み
立
て
を
再
開
で
き
ま
す
。 

農
業
者
年
金

 

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

 

保険料控除分の節税額の目安 

課税対象所得 税率 

保険料月額 2 万円

（年額 24 万円）の

場合 

保険料月額 6 万 7

千円（年額 80 万 4

千円）の場合 

195 万円以下 15.1％ 3 万 6 千円 12 万 1 千円 

195 万円超

330 万円以下 
20.2％ 4 万 8 千円 16 万 2 千円 

330 万円超

695 万円以下 
30.4％ 7 万 3 千円 24 万 4 千円 

 

知って得する農業者年金 


